
古市学区防犯組合規約 

 (名称) 
第１条 この会は、古市学区防犯組合（以下「会」という。）と称する。 
(目的)  
第２条 この会は、古市学区住民の防犯思想の高揚を図るとともに、近隣社会

における自主的かつ実践的な防犯活動の促進を図り、もって犯罪のない明る

い地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
(組織) 
第３条 この会は、古市学区内の住民の代表者をもって組織する。 
(事務局) 
第４条 この会の事務局は、会長宅に置く。 
 (事業) 
第５条 この会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 １．防犯思想の普及宣伝 
 ２．防犯組合の連絡及び調整 
 ３．関係機関及び団体との連絡協調 
 ４．青少年の健全育成 
 ５．防犯対策の総合的調査及び研究 
 ６．防犯功労者の表彰 
 ７．その他この会の目的を達成するために必要な事業 
(役員) 
第６条 この会に次の役員を置く。 

会長 １名、 副会長 ２名、 会計 １名、 理事 若干名、 事務局長 １名  

監事 ２名 
 (役員の選出) 
第７条 役員の選出は、次の方法による。 
（1） 会長、副会長、会計、事務局長及び監事は、理事会の推薦によって選任 

する。 
（2）理事は、古市学区連合町内会の推薦によって選任する。 
(役員の任期) 
第８条 役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

２．補欠により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする 
 ３．役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う 

ものとする。 
 (役員の任務) 
第９条 会長は、会務を総括してこの会を代表する。 

２． 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により会務をつかさ 
どる事が出来ないときは、その職務を代理し行う。 

３．理事は、会長の命を受けて事業の執行を図る。 
４．監事は、この会の会計監査に充る。 

 (会議の種類) 



第１０条 この会の会議は、理事会及び役員会とする。 
(理事会) 
第１１条 理事会は、毎年１回以上会長が召集し、会長が議長となる。 
(役員会) 
第１２条 役員会は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。 
 (会議の議決) 
第１３条 会議の議決は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長 

が決する。 
(理事会の機能) 
第１４条 理事会は、次の各号に掲げる事項を議決する。 
（1）規約の制定または変更に関すること。 
（2）役員の選任に関すること。 
（3）予算及び決算に関すること。 
（4）事業計画及び事業報告に関すること。 
（5）その他会の運営に関する重要事項で会長が必要と認める事項。 
（役員会の機能） 
第１５条 役員会は、次の各号に掲げる事項を議決する。 
（1）理事会に提出する議案の審査に関すること。 
（2）事業の実施に関すること。 
（3）その他会の運営に関し、会長が必要と認める事項。 
 (歳入) 
第１６条 この会の歳入は、次の各号に掲げるものを以て充てる。 
（1） 負担金 
（2） 安佐南区防犯組合よりの補助金 
（2）交付金 
（3）その他の歳入 
 (歳出) 
第１７条 この会の経費は、歳入を以て支弁する。 
(会計年度) 
第１８条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わ 

る。 
(監査) 
第１９条 この会の決算は、監事による監査を経なければならない。 
（会計報告） 
第２０条 収支決算書を作成し、これを年１回理事会で報告して承認を得る。 
 (規約の改正) 
第２１条 この規約の改正は、理事会の過半数の同意を得て、改正する事が出 

来る。 
 (雑則) 
第２２条 この規約に定めるもののほか、会の運営に必要な細則は、役員会に

図って会長が定める。 
 



附 則 
 この規約は、平成７年１２月１１日から施行する。 
（2）平成２９年４月１日一部改正する。 


